
議案第１７号 

東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例施行規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年３月２７日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 長沼 豊  

 

東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例施行規則の一部を改正する規則 

東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例施行規則（令和４年東京都板橋区教

育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

第５条第３項第２号中「児童福祉法（昭和22年法律第164号）第15条」を「児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第12条」に改める。 

別表に次のように加える。 

カラオケセット １式につき１回 2,000円  

 

付 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

児童福祉法から引用する条文の修正及び付帯設備に「カラオケセット」を追加す

るため。 
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東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例施行規則 ○東京都板橋区立グリーンカレッジホール条例施行規則 

令和４年３月31日東京都板橋区教育委員会規則第６号 令和４年３月31日東京都板橋区教育委員会規則第６号 

第１条～第４条 略 第１条～第４条 略 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第５条 条例第７条第３項及び第18条第４項の規定により貸出施設（付帯設

備を除く。）に係る使用料及び利用料金（以下「使用料等」という。）を

減額し、又は免除する場合及びその額は東京都板橋区立教育施設の使用料

減免規則（平成29年板橋区教育委員会規則第13号）の定めるところによる。 

第５条 条例第７条第３項及び第18条第４項の規定により貸出施設（付帯設

備を除く。）に係る使用料及び利用料金（以下「使用料等」という。）を

減額し、又は免除する場合及びその額は東京都板橋区立教育施設の使用料

減免規則（平成29年板橋区教育委員会規則第13号）の定めるところによる。 

２ 略 ２ 略 

３ 前項に定めるほか、付帯設備のうち駐車場に係る使用料等は、次に掲げ

る場合に免除する。 

３ 前項に定めるほか、付帯設備のうち駐車場に係る使用料等は、次に掲げ

る場合に免除する。 

(１) 略  (１) 略 

(２) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条に規定する児童相談所又

は知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条に規定する知的障害

者更生相談所において、知的障害者と判定を受けた者が乗車している場

合 

(２) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第15条に規定する児童相談所又

は知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）第12条に規定する知的障害

者更生相談所において、知的障害者と判定を受けた者が乗車している場

合 

(３)～第18条 略  (３)～第18条 略  

  

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

 付帯設備の種類 利用単位 使用料の額 備考   付帯設備の種類 利用単位 使用料の額 備考  

 音響設備 １式につき１

回 

1,000円    音響設備 １式につき１

回 

1,000円   

 マイクロホン １式につき１

回 

200円 マイクスタンドを含む   マイクロホン １式につき１

回 

200円 マイクスタンドを含む  

 ピンスポットラ

イト 

１本につき１

回 

500円    ピンスポットラ

イト 

１本につき１

回 

500円   
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改正後 改正前 

 映写設備 １式につき１

回 

1,000円 スクリーン付き   映写設備 １式につき１

回 

1,000円 スクリーン付き  

 移動舞台 １式につき１

回 

2,000円    移動舞台 １式につき１

回 

2,000円   

 卓球台 １式につき１

回 

500円 ラケット、ボール付き   卓球台 １式につき１

回 

500円 ラケット、ボール付き  

 駐車場 30分につき 200円    駐車場 30分につき 200円   

 移動姿見鏡（Ａ） １台につき１

回 

200円    移動姿見鏡（Ａ） １台につき１

回 

200円   

 移動姿見鏡（Ｂ） １台につき１

回 

150円    移動姿見鏡（Ｂ） １台につき１

回 

150円   

 電子ピアノ（Ａ） １台につき１

回 

1,500円    電子ピアノ（Ａ） １台につき１

回 

1,500円   

 電子ピアノ（Ｂ） １台につき１

回 

1,000円    電子ピアノ（Ｂ） １台につき１

回 

1,000円   

 譜面台 １台につき１

回 

50円    譜面台 １台につき１

回 

50円   

 カラオケセット １式につき１

回 

2,000円    本項追加     

  

付 則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。  

  

  

  

 


